
広報みたね広告掲載取扱要綱

(目的)
第１条 この告示は、三種町が発行する「広報みたね」(以下「広報」という。)に掲載する広
告の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載申込者の資格)
第２条 広報に広告の掲載を申し込む者(以下「広告主」という。)は、三種町に住所もしくは
事業所を有する法人、団体、個人、及び町外の公共団体、並びに特に町長が妥当と認める法
人、団体、個人等。

(掲載基準)
第３条 次のいずれかに該当する広告は掲載できない。
(１)広報の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの。
(２)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条に
掲げる営業に係るもの、又は類するもの。

(３)政治活動、宗教活動、意見広告、個人宣伝に係るもの。
(４)公の秩序、善良な風俗に反するおそれのあるもの。
(５)その他町長が掲載する広告として妥当でないと認めるもの。

(掲載位置及び規格)
第４条 広告の掲載位置は、広報の表紙、裏表紙、重要な行政記事掲載面を除く各ページの下
欄とし、広告の掲載数及び各広告の掲載箇所は、広報の編集状況を勘案し、企画政策課長が
決定する。

２ 広告の規格は次のとおりとする。
(１)１号広告 たて４．５センチメートル、よこ１８．５センチメートル。
(２)２号広告 たて４．５センチメートル、よこ９センチメートル。

(掲載料)
第５条 各月号１回あたりの広告掲載料(以下「掲載料」という。)は次のとおりとする。
ただし、掲載料には消費税を含むものとする。

（１）１号広告 二色刷 １０，０００円・カラー刷 １５，０００円
（２）２号広告 二色刷 ５，０００円・カラー刷 ７，５００円

(掲載の申込み)
第６条 広告主は、掲載希望発行日(毎月１日)の属する月の前々月の月末までに、広報広告掲

載申込書(様式第１号、以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿(原則とし
て横書きとする。)を添えて、町長に提出しなければならない。

２ 広告主は、各年度５月号から翌年４月号までの１２回を上限に、連続して、又は複数回申
し込むことができるものとし、連続しない複数回の掲載希望については、当該発行日ごとに
申し込むものとする。

３ 広告主は、年度をまたぐ連続した申込みはできないものとする。

(審査会)
第７条 広告の掲載に関する事項を審査する機関として、三種町広報広告掲載審査会(以下「審
査会」という。)を設置する。

２ 審査会は、総務課長、企画政策課長、企画政策課情報統計係長の職にある者で組織し、委
員長は企画政策課長をもって充てる。



３ 審査会は、申込書の提出があった場合、各月１０日までにその資格、内容等を審査のうえ
掲載の可否を決定し、町長に報告する。

(選考基準)
第８条 広告掲載可能箇所の数を超えて、広告を掲載することが適当と認められる申込みがあ
った場合、次に定める優先順位に従って掲載者を決定する。

(１)第１順位 当該申込書に係る広告掲載料の多い広告主
(２)第２順位 連続掲載希望期間が長い広告主
(３)第３順位 １号広告を希望する広告主
２ 前項の規定による優先順位に差がない場合は、審査会による厳正な抽選(非公開)を行い掲
載者を決定する。

３ 前２項の規定により掲載者を決定した結果、１号広告の掲載欄が確保できない場合、又は
連続して掲載することができない場合、当該広告主と協議し、２号広告に切り替え、又は掲
載希望期間を短縮することができる。

(掲載可否の通知)
第９条 町長は、審査会より広告の掲載の可否について報告があったときは、広報広告掲載決

定通知書(様式第２号、以下「決定通知書」という。)又は広報広告不掲載通知書(様式第３
号)により広告主に通知しなければならない。

(掲載料の納付)
第１０条 決定通知書を受けた広告主は、掲載料を町長の指定する期限までに一括して前納す
るするものとする。

(掲載料の還付)
第１１条 既納の掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告掲
載ができなかった場合、又は掲載した広告が申込みした原稿の内容と著しく相違した場合は
還付することができる。

(掲載の中止及び取り消し)
第１２条 町長は、広報の編集発行上支障があると認める場合、又は掲載料を納期限内に納付
しなかった広告主の広告について、掲載を中止、又は取り消すことができる。

２ 町長は、前項の規定により掲載を中止、又は取り消したときは、広報広告掲載取消通知書
(様式第４号)を広告主に通知するものとする。

(その他)
第１３条 この告示に定めるもののほか、広報に掲載する広告の取り扱いに関する必要な事項
は、町長が別に定める。

附則
この告示は、平成１９年３月１日から施行する。
この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。
この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。
この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。


